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議第６０号 

   権利の放棄について 

 次のとおり権利を放棄することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。 

   平成２８年１２月６日提出 

                            橿原市長 森下 豊 

１ 放棄する権利 

  休日夜間応急診療所の診療料に係る金銭債権 

 

２ 放棄する債権の額 

  ８２，８９０円（内訳別紙） 

 

３ 債務者 

  別紙のとおり（２６人） 

 

４ 放棄の理由 

  民法（明治２９年法律第８９号）第１７０条第１号による診療料の時効期間３年が経

過している債権及び債務者が所在不明である債権については、当該債権の回収が困難で

あると判断したため 

 

 

理由 権利の放棄につき、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基づき、議会の議

決を求めるもの  
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議第６０号別紙 

 住所 債務者 債権の額 

１ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ８，３５０円 

２ 不明 ■ ■  ■ ■ ■ １，５３０円 

３ 不明 ■ ■ ■ ■ １，２００円 

４ 不明 ■ ■ ■ ■ １，９７０円 

５ 不明 ■ ■  ■ ２，５８０円 

６ 不明 ■ ■ ■ ■ ２，０５０円 

７ 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■ 
■ ■ ■ ■ ２，９７０円 

８ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■  ■ １６，２２０円 

９ 
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ 

■■■■■■■■■■■■ 
■ ■ ■ ■ ２，７３０円 

10 不明 ■ ■   ■ ３，８３０円 

11 
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■

■■■■■■■■■■ 
■ ■ ■ ■ ■ ７，３６０円 

12 
不明 ■ ■ ■ ■ 

２，３５０円 
不明 ■ ■ ■ ■ 

13 不明 ■ ■ ■ ■ ３，３６０円 

14 

■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ 

■■■■■■■■■■ 
■ ■ ■ ■ 

３，４００円 
■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

■■■■■■■■■■■■■■ 
■ ■ ■ ■ 

15 
■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 

■■■■■■ 
■ ■ ■ ■ ２，８６０円 

16 

不明 ■  ■ ■ 

３００円 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ 

■■■■■■■ 
■  ■ ■ 

17 
■■■■■■■■■■■■ ■■■■■ 

■■■■■■■ 

■ ■ ■ ■ 

３，１１０円 

■■■■■■ 

■■■■■ ■■

■■■■■■■ 

（■■■■・■■ 

■■・■■■■・

■■■■■） 
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18 不明 

■■ ■■   

■■■■ ■■ 

■■■■ ■■ 

■■■■ ■■ 

■■■■■ 

（■■■■■・■ 

■■■・■■■■ 

■・■■■■■  

■） 

８，４７０円 

19 不明 

■■■■■■■  

■■■ ■■■ 

■■■ ■■■■  

■■ ■■■■ 

■（■■■■■■ 

■・■■■■・■ 

■■■・■■■■ 

■） 

１，０３０円 

20 ■■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ ２，４９０円 

21 ■■■■■■■■■■ ■ ■ ■ ■ １，７６０円 

22 
■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ 

■■■■ 
■ ■ ■ ■ ■ ２，９７０円 

 



 

 

議第６１号 

   権利の放棄について 

 次のとおり権利を放棄することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９

６条第１項第１０号の規定により、議会の議決を求める。 

   平成２８年１２月６日提出 

                            橿原市長 森下 豊 

１ 放棄する権利  

市営住宅の家賃に係る金銭債権 

 

２ 放棄する債権の額 

８８７，８００円 

 

３ 債務者の住所及び氏名 

■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ 

■■ ■■ 

 

４ 放棄の理由 

債務者が破産による免責決定を受け、債権の回収が困難であると判断したため 

 

 

理由 権利の放棄につき、地方自治法第９６条第１項第１０号の規定に基づき、議会の議

決を求めるもの  



 



  

議第６２号 

橿原市観光センターの指定管理者の指定について 

次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

平成２８年１２月６日提出 

                            橿原市長 森下 豊 

１ 施設の名称  橿原市観光センター 

２ 指定する団体 橿原市内膳町１丁目６番８号 

一般社団法人 橿原市観光協会 

会長 中谷 昌紀 

３ 指定の期間  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

 

理由 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議

会の議決を求めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  

議第６３号 

橿原運動公園の指定管理者の指定について 

 次のとおり指定管理者を指定するものとする。 

   平成２８年１２月６日提出 

                            橿原市長 森下 豊   

１ 施設の名称  橿原運動公園 

２ 指定する団体 橿原市雲梯町３２３番地の２ 

         公益社団法人 橿原市スポーツ協会 

         会長 森下 健男 

３ 指定の期間  平成２９年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

 

 

理由 指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議

会の議決を求めるもの 

 



 



議第６４号 

   橿原市高取町明日香村介護認定審査会共同設置規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の７第２項の規定により、橿原市高

取町明日香村介護認定審査会共同設置規約を次のとおり変更することについて、同条第３

項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

   平成２８年１２月６日提出 

橿原市長  森下  豊    

   橿原市高取町明日香村介護認定審査会共同設置規約の一部を変更する規約 

 橿原市高取町明日香村介護認定審査会共同設置規約（平成１１年１０月１日）の一部を

次のように変更する。 

 第１４条を第１５条とし、第５条から第１３条を１条ずつ繰り下げ、第４条の次に次の

１条を加える。 

（委員の任期） 

第５条 認定審査会の委員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

附 則 

この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

理由 橿原市高取町明日香村介護認定審査会の委員の任期を延長するため、橿原市高取町

明日香村介護認定審査会共同設置規約の変更について、議会の議決を求めるもの 



 



議第６５号 

奈良県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び奈良県市 

町村総合事務組合規約の変更について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、奈良県市町村

総合事務組合から西和衛生試験センター組合を脱退させることとし、平成２９年４月１日

から奈良県市町村総合事務組合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９０条

の規定に基づき、議会の議決を求める。 

平成２８年１２月６日提出 

橿原市長 森下 豊 

奈良県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

奈良県市町村総合事務組合規約（平成２０年３月１８日奈良県指令市町村第１１４３

号）の一部を次のように変更する。 

別表第１及び別表第２中「、西和衛生試験センター組合」を削る。 

附 則 

 この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

理由 西和衛生試験センター組合が解散され、奈良県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体でなくなるとともに、同組合規約の所要の変更を行うことについて、議会の

議決を求めるもの 



 



 

 

議第６６号 

   飛鳥広域行政事務組合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、飛鳥広域行政

事務組合規約を次のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定に基づき、議会

の議決を求める。 

   平成２８年１２月６日提出 

                            橿原市長 森下 豊 

   飛鳥広域行政事務組合規約の一部を変更する規約 

 飛鳥広域行政事務組合規約（平成８年３月１日奈良県指令地第１２１０号）の一部を次

のように変更する。 

 第１０条第３項に次のただし書を加える。 

ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。 

 第１１条第３項中「出資金」の次に「及び補助金」を加える。 

 別表中「出資金」の次に「及び補助金」を加え、「６億３，８８０万円」を「６９．２パ

ーセント」に、「１億６６０万円」を「１０．８パーセント」に、「９，２３０万円」を「１

０パーセント」に、「７０％」を「７０パーセント」に、「３０％」を「３０パーセント」

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規約は、奈良県知事の許可のあった日から施行する。 

 （飛鳥広域行政事務組合規約の一部を変更する規約の一部変更） 

２ 飛鳥広域行政事務組合規約の一部を変更する規約（平成２６年３月２７日奈良県指令

市町村第１１４１号）の一部を次のように変更する。 

  附則第２項を削り、附則第１項中「及び次項」を削り、同項の項番号を削る。 

 

 

理由 監査委員の任期満了後の特例について定めるほか、飛鳥ふるさと市町村圏基金につ

いて柔軟な運用を可能とするため、支弁の方法を金額から割合による表示へと変更す

ることに伴う飛鳥広域行政事務組合規約の変更について、議会の議決を求めるもの 
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議第６７号 

   奈良広域水質検査センター組合を組織する市町村の数の増加及び奈良広域水

質検査センター組合規約の変更について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、平群町、三郷町、

斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町を平成２９年４月１日から奈良広域水質検査セ

ンター組合に加入させるとともに、同組合の規約を次のとおり変更することについて、同法

第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

   平成２８年１２月６日提出 

                             橿原市長 森下  豊 

   奈良広域水質検査センター組合規約の一部を変更する規約 

 奈良広域水質検査センター組合規約（平成７年４月１日奈良県指令地第１号）の一部を次

のように変更する。 

 別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

大和高田市 大和郡山市 天理市 橿原市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 香芝市  

葛城市 宇陀市 山添村 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 川西町 三宅町 田原本町 

曽爾村 御杖村 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 吉野町 大淀町 

下市町 黒滝村 天川村 野迫川村 十津川村 下北山村 上北山村 川上村 東吉野村 

別表第２（第５条関係） 

地区 地区の区域 

桜井宇陀地区 桜井市 宇陀市 曽爾村 御杖村 

葛城地区 
大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 上牧町 王寺町 広陵町 河合

町 

吉野地区 
吉野町 大淀町 下市町 黒滝村 天川村 下北山村 上北山村 川上

村 東吉野村 

内吉野地区 五條市 野迫川村 十津川村 

山辺地区 天理市 山添村 川西町 三宅町 田原本町 

橿原高市地区 橿原市 高取町 明日香村 

北和地区 大和郡山市 生駒市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 

   附 則 

 この規約は、平成２９年４月１日から施行する。 
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理由 平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、上牧町、王寺町及び河合町を奈良広域水質検査セ

ンター組合に加入させるとともに、同組合規約の所要の変更を行うことについて、議会

の議決を求めるもの 
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議第６８号 

   市道路線の認定及び変更について 

 次のとおり、市道路線を認定及び変更するものとする。 

   平成２８年１２月６日提出 

                           橿原市長 森下 豊    

 認定する路線 

路線 

番号 
路 線 名 起   点 終   点 

重要な 

経過地 

1667 新口町２１号線 
新口町４８０番先 

から 

新口町４８０番先 

まで 
－ 

1668 曽我町６３号線 
曽我町３３４番先 

から 

曽我町３３６番先 

まで 
－ 

1669 小槻町４４号線 
小槻町４３５番先 

から 

小槻町４４７番先 

まで 
－ 

3728 四条町３５号線 
四条町７７２番先 

から 

四条町７７２番先 

まで 
－ 

4454 石川町２８号線 
石川町１２番先 

から 

石川町６４番先 

まで 
－ 

 

 変更する路線（終点の変更） 

路線 

番号 
路 線 名 起   点 

終

点 

変更前 重要な 

経過地 変更後 

3655 大谷町５号線 
大谷町１１８番先か

ら 

大谷町８７番先まで 
－ 

大谷町８８番先まで 

 

 

理由 道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、市道路線の認定及び変更

について、議会の議決を求めるもの 
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（議第６８号の資料） 

認定する路線 

路線 

番号 
路   線   名 延   長（ｍ） 幅員（ｍ） 

1667 新口町２１号線 67.89 6.00～6.10 

1668 曽我町６３号線 251.82 6.00～6.30 

1669 小槻町４４号線 159.24 6.00 

3728 四条町３５号線 97.98 6.00 

4454 石川町２８号線 38.32 5.00 

 

 変更する路線（終点の変更） 

路線 

番号 
路   線   名 

延

長 

変更前（ｍ） 幅

員 

変更前（ｍ） 

変更後（ｍ） 変更後（ｍ） 

3655 大谷町５号線 
145.73 5.62～7.15 

171.58 4.00～7.15 

 


